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　市・県民税の申告は、毎年1月1日現在、市内に住所があり、前年中
に収入や所得があった方に義務付けられています。一方、所得税の確定
申告は、前年中の所得を確定し、それに対する所得税額を精算するため
のものです。申告が必要かどうかは、下のフローチャートを参考にして
ください。なお、申告手続きなど、詳しくは2ページをご覧ください。
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